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第１　本書の位置付け
この様式集は、「高山駅西地区複合・多機能施設整備事業 募集要項」（以下「募集要項」という。）と一体のものであり、応募者は本様式集の記載内容に従って、各種書類を提出すること。
第２　提出書類一覧
提出書類の一覧を以下に示す。
※ファイル形式に「Word等」とあるものは、Wordデータにて様式を公表するが、任意のソフト、ファイル形式にて作成して構わないものとする。ただし、書式サイズについては、本様式集の4ページ「第３ １（２）書式」に従うものとする。
提出書類一覧表（１／３）
	様式
番号
	書類名
	上限枚数
	書式
ｻｲｽﾞ
	ﾌｧｲﾙ
形式

	募集要項等に関する提出書類
	
	
	

	１-１
	募集要項等に関する質問書
	必要枚数
	Ａ４
	Excel

	１-２
	第１回官民対話参加申込書
	1
	Ａ４
	Word等

	参加表明書及び参加資格審査申請書類
	
	
	

	２-１
	参加表明書
	1
	Ａ４
	Word等

	２-２
	誓約書
	1
	Ａ４
	Word等

	２-３
	応募グループ構成企業一覧表
	必要枚数
	Ａ４
	Word等

	＊１
	特定設計共同企業体結成届出書
	必要枚数
	Ａ４
	Word等

	＊１
	特定設計共同企業体協定書
	必要枚数
	Ａ４
	Word等

	＊２
	特定建設工事共同企業体結成届出書
	必要枚数
	Ａ４
	Word等

	＊２
	特定建設工事共同企業体協定書
	必要枚数
	Ａ４
	Word等

	２-４
	参加資格審査申請書【設計企業】
	必要枚数
	Ａ４
	Word等

	２-５
	参加資格審査申請書【建設企業】
	必要枚数
	Ａ４
	Word等

	２-６※
	参加資格審査申請書【民間施設管理運営企業】
	必要枚数
	Ａ４
	Word等

	２-７
	配置予定技術者調書
	必要枚数
	Ａ４
	Word等

	２-８
	委任状（構成企業→代表企業用）
	1
	Ａ４
	Word等

	２-９
	委任状（代表企業用）
	1
	Ａ４
	Word等


○設計・工事監理を行う者が特定設計ＪＶにより参加する場合は、＊１を併せて提出すること。
○建設工事を行う者が特定建設ＪＶにより参加する場合は、＊２を併せて提出すること。
○民間施設管理運営企業が参加する場合のみ、※を提出すること。

提出書類一覧表（２／３）
	様式
番号
	書類名
	上限枚数
	書式
ｻｲｽﾞ
	ﾌｧｲﾙ
形式

	構成企業の変更及び応募辞退に関する提出書類
	
	
	

	３-１
	変更届
	1
	Ａ４
	Word等

	３-２
	応募辞退届
	1
	Ａ４
	Word等

	提案審査に関する提出書類
	
	
	

	４-１
	提案書類提出書
	1
	Ａ４
	Word等

	４-２
	要求水準に関する誓約書
	1
	Ａ４
	Word等

	任意様式
	提案書類表紙
	1
	Ａ４
	Word等

	（１）にぎわいを創出する施設に関する事項

	５
	にぎわいを創出する拠点
	2
	Ａ４
	Word等

	（２）機能的な施設に関する事項

	６-１
	有機的な連携を可能とする柔軟な施設
	3
	Ａ３
	Word等

	６-２
	景観の形成
	2
	Ａ３
	Word等

	６-３
	ユニバーサルデザイン
	3
	Ａ４
	Word等

	６-４
	環境への配慮
	3
	Ａ４
	Word等

	６-５
	コストへの配慮
	3
	Ａ４
	Word等

	６-６
	その他
	3
	Ａ４
	Word等

	（３）地域経済の振興への配慮に関する事項

	７-１
	市内発注金額
	2
	Ａ４
	Word等

	７-２
	地域資材等の活用
	2
	Ａ４
	Word等

	（４）各部門等に関する事項

	８-１
	文化芸術
	6
	Ａ４
	Word等

	８-２
	交流
	6
	Ａ４
	Word等

	８-３
	子育て支援
	6
	Ａ４
	Word等

	８-４
	立体駐車場
	2
	Ａ４
	Word等

	８-５
	その他
	2
	Ａ４
	Word等

	（５）施設整備業務に関する事項

	９-１
	実施体制
	2
	Ａ４
	Word等

	９-２
	業務工程
	2
	Ａ４
	Word等

	９-３
	品質・安全管理
	2
	Ａ４
	Word等


提出書類一覧表（３／３）
	様式
番号
	書類名
	上限枚数
	書式
ｻｲｽﾞ
	ﾌｧｲﾙ
形式

	（６）民間施設に関する事項　※
	
	
	

	１０-１
	高山駅西地区のまちの魅力、回遊性、利便性等の向上
	2
	Ａ４
	Word等

	１０-２
	事業収支計画
	1
	Ａ３
	Excel

	（７）価格審査に関する提案

	１１-１
	価格提案書
	1
	Ａ４
	Word等

	１１-２
	提案価格内訳書（設計・工事監理業務費）
	1
	Ａ４
	Excel

	１１-３
	提案価格内訳書（建設業務費）
	1
	Ａ４
	Excel

	（提案書 概要版）

	１２
	提案書概要版
	2
	Ａ３
	Word等

	（設計仕様書類）

	１３
	施設整備要求水準適合表
	必要枚数
	Ａ３
	Excel

	（図面集）

	任意様式
	提案書類表紙
	1
	Ａ３
	Word等

	１４-１
	図面集
	必要枚数
	Ａ３
	任意

	１４-２
	工程表
	必要枚数
	Ａ３
	Excel

	１４-３
	建物概要表
	必要枚数
	Ａ３
	Excel

	１４-４
	備品リスト
	必要枚数
	Ａ３
	Excel


〇民間施設事業を提案する場合は、※を提出すること。
第３　提案書類作成要領
１　基本事項
各提出書類は、以下の項目に留意して作成すること。
（１）全般
①各提出書類に使用する言語は日本語、数字はアラビア字体を使用し、全て横書きとする。また、計量単位は計量法（平成４年法律第51号）に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。
②造語・略語は、専門用語や一般用語を使用して初出の箇所に定義を記載する。
③提案内容は、明確かつ具体的に記載すること。また、分かりやすさや見やすさに配慮し、必要に応じて提案内容に関連する図表やイメージ写真・スケッチ等を貼付すること。
④各様式の記載事項及び提案内容は、他の様式との整合に留意すること。他の様式に関連する事項が詳細に記載されているなど、様式間の参照が必要な場合は、該当する様式番号を記入（例：様式○－○参照）すること。ただし、提案審査では、別冊２ 審査基準書に記載する各審査項目の対応様式に記載された提案内容について評価を行う。対応様式以外に記載された提案内容は、当該審査項目の採点の対象としない。
⑤各様式の枚数は、「第２　提出書類一覧」の上限枚数を遵守すること。各様式を補足する資料等の添付は、各様式の留意事項等に指示がない限り、原則として認めない。
⑥各様式に記載している留意事項は、削除すること。
⑦提案書類（副本）には、企業名や企業名を特定・類推できる表現やロゴマーク等は記載しないこと。また、応募者以外の企業名等についても記載しないこと。
⑧各様式は片面印刷、各様式で指定する添付書類は両面印刷とする。
（２）書式
①様式毎に指定している書式サイズ（日本産業規格Ａ４縦型横書き片面又はＡ３横型横書き片面）、ファイル形式（Excelファイル(xlsx/xls)、Wordファイル(docx/doc)等）で作成する。ただし、様式１４－１「図面集」の作成ファイル形式は、任意形式とする。
②使用する文字の大きさは、図表及び図面を除き、10.5ポイント以上とする。
③各様式の余白の設定は、左右は15mm以上、上下は任意とする。
④各様式の記載内容が複数頁にわたる場合は、左上の様式番号の次に番号を振ること。
（例：様式○－○(1/2)、様式○－○(2/2)）
⑤提案書類には、所定欄に参加資格審査の通過者に通知する審査名を記入すること。
２　提出要領
（１）募集要項等に関する提出書類
様式１-１「募集要項等に関する質問書」の提出方法は、募集要項を参照すること。
（２）参加表明書及び参加資格審査申請書類
①様式２-１～様式２-９及び各様式で指定する添付書類は、様式番号順に一括してファイル（Ａ４縦型・２穴）に綴じ、正本１部、副本２部（正本のコピー可）の合計３部を提出する。
②ファイルの表紙及び背表紙には、「高山駅西地区複合・多機能施設整備事業 参加資格審査申請書類」と記載し、応募者の企業名及び正本又は副本の区別を表記すること。（副本には番号（例：1/2、2/2）を表記すること。）
③各様式及び構成企業ごとに仕切り、インデックスカードを入れて見出しを記載すること。
（３）構成企業の変更及び応募辞退に関する提出書類
様式３-１「変更届」及び様式３-２「応募辞退届」の提出方法については、募集要項を参照すること。
（４）提案審査に関する提出書類（提案書類）
様式４-１「提案書類提出書」及び様式４-２「要求水準に関する誓約書」は、各1部をクリアファイルに入れて提案書類と併せて提出すること。
ア　提案書類
1 様式５～様式１４-４の各様式及び添付書類は、様式番号順に一括してＡ４縦型ファイル（2穴）に綴じ（書式サイズＡ３の様式はＡ４折込）、表紙及び背表紙に「高山駅西地区複合・多機能施設整備事業 提案書類」と記載すること。
2 提案書類は、正本1部、副本20部、情報公開対応用1部の合計22部を提出する。なお、副本には番号（例：1/20、2/20）を表記すること。
3 提案書類の表紙及び背表紙には、審査名及び正本又は副本の区別を表記すること。また、正本の表紙には応募者名を記載すること。（※副本には、応募者名を記入してはならない。副本には、参加資格審査の通過者に通知する審査名のみを記入すること。）
4 応募者から提出された提案書類は、市に対する情報公開の対象文書となる。情報公開対応用として、「高山市情報公開条例　（平成11年高山市条例第24号）」第6条に該当する部分を非公開として、黒塗り等を施し、一部非公開とした提案書を1部用意すること。ファイルの表紙及び背表紙には「情報公開用」と表記すること。
5 提案書類には、インデックスラベルの貼付や各表紙の前にインデックス（2穴）を挿入することも可とする。
6 提案様式内に記載されている【審査の視点】及び【着眼点】は削除せず、残すこと。ただし、2枚目以降は削除すること。
イ　電子データ
①提案書類の正本と同一内容を保存した電子データ（PDF及びExcelファイル(xlsx/xls)（※「２ 提出書類一覧」においてExcelファイルとしているものはExcelファイルも保存するものとする）をCD-R又はDVD-Rに保存して1枚提出する。
②CD-R又はDVD-Rの表面には、「高山駅西地区複合・多機能施設整備事業 提案書類」及び審査名を表記する。
③保存データのファイル名には、様式番号及び書類名を入力する。
④Excelファイルは、原則として計算式や提出様式間の参照を残すものとし、提出様式以外のシートを参照している場合は、当該シートを含めて提出する。
⑤PDFファイルは、保存データの選択やコピー、印刷が可能な形式に設定して保存する。
第４　提出書類様式
	募集要項等に関する提出書類


様式１-１
募集要項等に関する質問書
	※別途、市ホームページに掲載している「様式集（Excel）」からファイルをダウンロードして作成・提出すること


様式１-２
令和７年　　月　　日
第１回官民対話参加申込書
高山市長 様
所　 在 　地
商　　　　号
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　印
「高山駅西地区複合・多機能施設整備事業」における第１回官民対話について参加したいので、下記のとおり申込みます。
記
	参加者
	所属・職名
	氏名

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	連絡先
	電話番号
	

	
	FAX
	

	
	E－mail
	


※１申込者当たりの参加者は、8名以内とする。
	希望日時
	●／●
（●）
	●／●
（●）
	●／●
（●）

	AM（9:00～12:00）
	
	
	

	PM（13:30～16:30）
	
	
	


※希望日時の欄に、第1～第3希望の順に①～③の数字をご記入ください。
※本官民対話は申込者ごとに個別に実施する予定です。申込状況により希望に添えない場合があることを予めご了承ください。
	参加表明書及び参加資格審査申請書類


様式２-１
令和　年　　月　　日
参加表明書
高山市長 様
（代表企業）
所　 在 　地
商　　　　号
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　印
高山市が令和7年9月8日付けで募集要項等を公表した「高山駅西地区複合・多機能施設整備事業」の事業者を選定するプロポーザルに応募することを表明し、下記の書類を添付して参加資格の審査を申請します。
記
1 誓約書
2 応募グループ構成企業一覧表
3 特定設計共同企業体結成届出書・特定設計共同企業体協定書
4 特定建設工事共同企業体結成届出書・特定建設工事共同企業体協定書
5 参加資格審査申請書【設計企業】
6 参加資格審査申請書【建設企業】
7 参加資格審査申請書【民間施設管理運営企業】
8 配置予定技術者調書
9 委任状（構成員→代表企業用）
10 委任状（代表企業用）
11 会社概要書（定款(写し)、登記事項証明書、印鑑証明書、納税証明書、直近３期分の貸借対照表及び損益計算書を添付すること）
以上
※③は特定設計ＪＶ、④は特定建設ＪＶを組成する場合のみ作成すること
※⑦は民間施設監理運営企業が参加する場合のみ作成すること
様式２-２
令和　年　　月　　日
誓約書
高山市長 様
（代表企業）
所　 在 　地
商　　　　号
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　印
「高山駅西地区複合・多機能施設整備事業」の事業者を選定するプロポーザルへの応募にあたり、募集要項に定められた参加資格要件を全て満たしていること並びに提出書類の記載内容及び添付書類が事実と相違ないことを誓約します。
様式２-３
令和　年　　月　　日
応募グループ構成企業一覧表
	代表企業
	 eq \o\ad(所在地,　　　　　　)
商号又は名称
代表者職氏名




印

	
	担当者　氏　名
所　属
電　話


FAX
E-mail

	
	【本事業における役割】


	その他
構成企業
	 eq \o\ad(所在地,　　　　　　)
商号又は名称
代表者職氏名




印

	
	担当者　氏　名
所　属
電　話


FAX
E-mail

	
	【本事業における役割】


	その他
構成企業
	 eq \o\ad(所在地,　　　　　　)
商号又は名称
代表者職氏名




印

	
	担当者　氏　名
所　属
電　話


FAX
E-mail

	
	【本事業における役割】



※　【本事業における役割】欄には、役割（設計企業、建設企業、民間施設管理運営企業の別）を記載すること。なお、設計企業又は建設企業が複数の企業で参画する場合は、特定設計ＪＶの代表企業及び特定建設ＪＶの代表企業を明確にすること。（例：設計企業（特定設計ＪＶ代表））
※　記入欄が不足する場合は、適宜追加すること。
＊１ 特定設計ＪＶを組成する場合のみ作成
令和　年　　月　　日
特定設計共同企業体結成届出書
高山市長 様
高山駅西地区複合・多機能施設整備事業　募集要項に基づき、特定設計共同企業体結成届出書を申請します。
なお、募集要項に定められた参加に関する条件を満たしていること、並びに提出書類の記載事項及び添付書類について事実と相違ないことを誓約します。
特定設計JV代表企業　住所　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印
構成員　住所　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印
構成員　住所　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印
＊１ 特定設計ＪＶを組成する場合のみ作成
特定設計共同企業体協定書
（目的）
第１条　当特定設計共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
（１）　高山駅西地区複合・多機能施設整備事業に係る設計・工事監理業務（当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「業務」という。）
（２）　前号に附帯する業務
（名称）
第２条　当特定設計共同企業体は、高山駅西地区複合・多機能施設設計共同企業体（以下「企業体」という。）と称する。
（事務所の所在地）
第３条　当企業体は、事務所を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に置く。
（成立の時期及び解散の時期）
第４条　当企業体は、令和　　年　　月　　日に成立し、第１条に規定する業務の委託契約の履行後3ヶ月を経過するまでの間は、解散することができない。
２　　当企業体は、第１条に規定する業務を受託することができなかったときは、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。
（構成員の住所及び名称）
第５条　当企業体の構成員は、次のとおりとする。
　　　　住　　　　所
　　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　住　　　　所
　　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　住　　　　所
　　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者の名称）
第６条　当企業体は、　　　　　　　　　を代表者とする。
（代表者の権限）
第７条　当企業体の代表者は、第１条に規定する業務の履行に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官公庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって業務委託料（前払金及び部分払金を含む。）の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
２　　当企業体は、成果物（契約書に規定する指定部分に係る成果物及び部分引渡しに係る成果物を含む。）等について、契約日以降著作権法（昭和45年法律第48号）第2章及び第3章に規定する著作者の権利が存続する間、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、当企業体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当企業体の解散後、当企業体の代表者である企業が破産又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、代表者である企業以外の構成企業である一の企業に対しその他の構成企業である企業が委任するものとする。
（分担業務）
第８条　各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該業務について、発注者と契約内容の変更増減があっても、構成企業の出資の割合は変わらないものとする。
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％
（運営委員会）
第９条　当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、第１条に規定する業務の完成に当たるものとする。
（構成員の責任）
第１０条　各構成員は、第１条に規定する業務の委託契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
（取引金融機関）
第１１条　当企業体の取引金融機関は　　　　　　　　　とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
（決算）
第１２条　当企業体は、第１条に規定する業務の完了後、当該業務について決算するものとする。
（利益金の配当の割合）
第１３条　決算の結果利益を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
（欠損金の負担の割合）
第１４条　決算の結果欠損金を生じた場合には、第８条に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
（権利義務の譲渡の制限）
第１５条　本協定に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
（業務途中における構成員の脱退に対する措置）
第１６条　構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が第１条に規定する業務を完了させる日までは脱退することができない。
２　　構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退したものがある場合においては残存構成員が当該業務を完成する。
３　　第１項に規定する構成員のうち脱退した者があるとき、残存構成員の出資の割合は脱退構成企業が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が、これを第８条に規定する割合に加えた割合とする。
４　　脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果、欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
５　　決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
（業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置）
第１７条　構成員のうちいずれかが業務途中において破産し、又は解散した場合においては、前条第２項から第５項までを準用するものとする。
（解散後の契約不適合責任）
第１８条　当企業体が解散した後においても、第１条に規定する業務につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
（協定書に定めのない事項）
第１９条　この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
　　　　　　　　　　外●社は、上記のとおり特定設計共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書●通を作成し、各通に構成員が記名押印し、各自所持するものとする。
令和　　年　　月　　日
特定設計JV代表者　住所　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印
構成員　住所　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印
構成員　住所　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印
＊２ 特定建設ＪＶを組成する場合のみ作成
令和　年　　月　　日 
特定建設工事共同企業体結成届出書
高山市長 様
高山駅西地区複合・多機能施設整備事業　募集要項に基づき、特定建設工事共同企業体結成届出書を申請します。
なお、募集要項に定められた参加に関する条件を満たしていること、並びに提出書類の記載事項及び添付書類について事実と相違ないことを誓約します。
特定建設JV代表者　住所　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印
構成員　住所　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印
構成員　住所　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印
＊２ 特定建設ＪＶを組成する場合のみ作成
特定建設工事共同企業体協定書
（目的）
第１条　当特定建設工事共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
（１）　高山駅西地区複合・多機能施設整備事業に係る建設業務（当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下「建設工事」という。）の請負
（２）　前号に附帯する事業
（名称）
第２条　当特定建設工事共同企業体は、高山駅西地区複合・多機能施設建設工事共同企業体（以下「企業体」という。）と称する。
（事務所の所在地）
第３条　当企業体は、事務所を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に置く。
（成立の時期及び解散の時期）
第４条　当企業体は、令和　　年　　月　　日に成立し、第１条に規定する工事の請負契約の履行後24ヶ月を経過するまでの間は、解散することができない。
２　　当企業体は、第１条に規定する工事を請け負うことができなかったときは、前項の規定にかかわらず、当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
（構成員の住所及び名称）
第５条　当企業体の構成員は、次のとおりとする。
　　　　住　　　　所
　　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　住　　　　所
　　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　住　　　　所
　　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者の名称）
第６条　当企業体は、　　　　　　　　　を代表者とする。
（代表者の権限）
第７条　当企業体の代表者は、第１条に規定する工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官公庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって 請負代金（前払金及び部分払金を含む。）の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
（構成員の出資割合等）
第８条　各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該建設工事について、発注者と権限内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％
２　　金銭以外のものによる出資については、時価を参酌のうえ構成員が協議して評価するものとする。
（運営委員会）
第９条　当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、第１条に規定する工事の完成に当たるものとする。
（構成員の責任）
第１０条　各構成員は、第１条に規定する工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
（取引金融機関）
第１１条　当企業体の取引金融機関は　　　　　　　　　とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
（決算）
第１２条　当企業体は、第１条に規定する工事の完成後当該工事について決算するものとする。
（利益金の配当の割合）
第１３条　決算の結果利益を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
（欠損金の負担の割合）
第１４条　決算の結果欠損金を生じた場合には、第８条に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
（権利義務の譲渡の制限）
第１５条　本協定に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
（工事途中における構成員の脱退に対する措置）
第１６条　構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が第１条に規定する工事を完成させる日までは脱退することができない。
２　　構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退したものがある場合においては残存構成員が当該工事を完成する。
３　　第１項に規定する構成員のうち脱退した者があるとき、残存構成員の出資の割合は脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が、これを第８条に規定する割合に加えた割合とする。
４　　脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果、欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
５　　決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
（構成企業の除名）
第１６条の２　当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
２　前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
３　第１項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第２項から第５項までを準用するものとする。
（工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置）
第１７条　構成員のうちいずれかが工事途中において破産し、又は解散した場合においては、第１６条第２項から第５項までを準用するものとする。
（代表者の変更）
第１７条の２　代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
（解散後の契約不適合責任）
第１８条　当企業体が解散した後においても、第１条に規定する工事につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
（協定書に定めのない事項）
第１９条　この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
　　　　　　　　　外●社は、上記のとおり特定建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書●通を作成し、各通に構成員が記名押印し、各自所持するものとする。
令和　年　　月　　日
特定建設JV代表者　住所　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印
構成員　住所　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印
構成員　住所　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印
様式２-４-●
令和　年　　月　　日
参加資格審査申請書【設計企業】
	商号又は名称
	

	所在地
	

	代表者名
	

	一級建築士事務所
登録番号
	

	高山市競争入札参加
資格者名簿登録番号
	


過去10年間において、国内で元請として座席数1,000席以上のホール又は劇場の新築に係る基本設計及び実施設計業務の完了実績＊
	業務の名称
	

	発注者名
	

	受注形態
	※いずれかを記載
単独・共同企業体（代表企業）・共同企業体（構成企業）

	施設の所在地
	

	業務の完了年度
	年度完了

	ホール等の座席数
	

	構造種別・階数
	造 ・ 地上  階／地下 階

	延　床　面　積
	㎡

	当該実績を
証する書類
	別添のとおり
（契約書、仕様書等の写しを添付してください。）


過去10年間において、国内で元請として座席数1,000席以上のホール又は劇場の新築工事に係る工事監理業務の完了実績＊
	業務の名称
	

	発注者名
	

	受注形態
	※いずれかを記載
単独・共同企業体（代表企業）・共同企業体（構成企業）

	施設の所在地
	

	業務の完了年度
	年度完了

	ホール等の座席数
	

	構造種別・階数
	造 ・ 地上  階／地下 階

	延　床　面　積
	㎡

	当該実績を
証する書類
	別添のとおり
（契約書、仕様書等の写しを添付してください。）


＊特定設計JVを組成する場合には、代表企業が実績を有すること。

参加資格申請書【設計企業】
＜添付書類＞
1 定款（写し）
2 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）
3 印鑑証明書

4 納税証明書（国税及び地方税に未納がないことを証明する書類）
5 貸借対照表及び損益計算書（直近3期分）
6 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第１項の規定により、一級建築士事務所の登録を受けた者であることを証する書類
7 過去10年間において、国内で元請として座席数1,000席以上のホール又は劇場の新築に係る基本設計及び実施設計業務の完了実績を証する書類
8 過去10年間において、国内で元請として座席数1,000席以上のホール又は劇場の新築工事に係る監理業務の完了実績を証する書類
＜留意事項＞
・②、③、④は、参加資格申請日以前３ヶ月以内の証明日のものを提出すること。
・⑤に関して、応募者の議決権の過半数を所有している親会社がある場合、当該企業の貸借対照表及び損益計算書（直近３期分）も添付すること。
・設計業務を行う企業が複数ある場合は、企業ごとに本様式及び添付書類をまとめて作成し、様式Noに枝番を付加すること。（例　様式２－４－１）
様式２-５-●
令和　年　　月　　日
参加資格審査申請書【建設企業】
	商号又は名称
	

	所在地
	

	代表者名
	

	特定建設業
許可番号
	

	高山市競争入札参加
資格者名簿登録番号
	


過去10年間において、国内で元請として座席数1,000席以上のホール又は劇場の新築に係る建築一式工事の完了実績＊
	工事の名称
	

	発注者名
	

	受注形態
	※いずれかを記載
単独・共同企業体（代表企業）・共同企業体（構成企業）

	施設の所在地
	

	業務の完了年度
	年度完了
	

	ホール等の座席数
	
	

	構造種別・階数
	造 ・ 地上  階／地下 階

	延　床　面　積
	㎡

	建　物　用　途
	

	当該実績を
証する書類
	別添のとおり
（契約書、仕様書等の写しを添付してください。）


＊特定建設JVを組成する場合には、代表企業が実績を有すること。
参加資格申請書【建設企業】
＜添付書類＞
1 定款（写し）
2 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）
3 印鑑証明書
4 納税証明書（国税及び地方税に未納がないことを証明する書類）
5 貸借対照表及び損益計算書（直近3期分）
6 建設業法（昭和24年法律第100号）第3条第１項の規定により、特定建設業の許可を受けた者であることを証する書類
7 過去10年間において、国内で元請として座席数1,000席以上のホール又は劇場の新築に係る建築一式工事の完了実績を証する書類
＜留意事項＞
・②、③、④は、参加資格申請日以前3ヶ月以内の証明日のものを提出すること。
・⑤に関して、応募者の議決権の過半数を所有している親会社がある場合、当該企業の貸借対照表及び損益計算書（直近3期分）も添付すること。
・建設業務を行う企業が複数ある場合は、企業ごとに本様式及び添付書類をまとめて作成し、様式Noに枝番を付加すること。（例　様式２－５－１）
様式２-６-●（※民間施設管理運営企業が参加する場合のみ作成）
令和　年　　月　　日
参加資格審査申請書【民間施設管理運営企業】
	商号又は名称
	

	所在地
	

	代表者名
	

	高山市競争入札参加
資格者名簿登録番号
	

	民間施設事業の
提案内容
（簡潔に記載
すること）
	


民間施設事業に係る提案内容
	用途
	

	概要
	


民間施設事業に係る提案内容と同等又は類似の業務に係る実績
	施　設　名（用途）
	

	所　在　地
	

	発　注　者
	

	施設の高さ・延べ床面積
	　　　　　　m　・　　　　　　㎡

	構造・階数
	　　　　　　　　造　・　地上　　階／地下　　階

	業務実施期間

	　　年　　月～　　年　　月

	概要・特徴
	

	当該実績を
証する書類
	別添のとおり


参加資格申請書【民間施設管理運営企業】
＜添付書類＞
1 定款（写し）
2 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）
3 印鑑証明書
4 納税証明書（国税及び地方税に未納がないことを証明する書類）
5 貸借対照表及び損益計算書（直近３期分）
6 民間施設事業に係る提案内容と同等又は類似の業務に係る実績を証する書類
＜留意事項＞
・②、③、④は、参加資格申請日以前3ヶ月以内の証明日のものを提出すること。
・⑤に関して、応募者の議決権の過半数を所有している親会社がある場合、当該企業の貸借対照表及び損益計算書（直近3期分）も添付すること。
・民間施設事業を行う企業が複数ある場合は、企業ごとに本様式及び添付書類をまとめて作成し、様式Noに枝番を付加すること。（例　様式２－６－１）
様式２-７
令和　年　　月　　日
配置予定技術者調書
1． 代表企業における配置技術者
○統括責任者
	氏名
	

	所属企業名
	


2． 設計企業における配置技術者
○設計業務及び工事監理業務 管理技術者
	氏名
	

	所属企業名
	

	資格等の概要
	・一級建築士の登録番号、登録年月日



備考：一級建築士免許証の写しを添付すること。
○意匠担当主任技術者
	氏名
	

	所属企業名
	

	資格等の概要
	・一級建築士の登録番号、登録年月日



備考：一級建築士免許証の写しを添付すること。
○構造担当主任技術者
	氏名
	

	所属企業名
	

	資格等の概要
	・構造設計一級建築士の登録番号、登録年月日



備考：構造設計一級建築士免許証の写しを添付すること。
○電気設備担当主任技術者
	氏名
	

	所属企業名
	

	資格等の概要
	・設備設計一級建築士の登録番号、登録年月日



備考：設備設計一級建築士免許証の写しを添付すること。
○機械設備担当主任技術者
	氏名
	

	所属企業名
	

	資格等の概要
	・設備設計一級建築士の登録番号、登録年月日



備考：設備設計一級建築士免許証の写しを添付すること。
3． 建設企業における配置技術者
○現場代理人
	氏名
	

	所属企業名
	

	資格等の概要
	・一級建築士、一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格の登録番号、登録年月日



備考：一級建築士、一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格の免許証の写しを添付すること。
○主任（監理）技術者
	氏名
	

	所属企業名
	

	資格等の概要
	・一級建築士、一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格の登録番号、登録年月日
・監理技術者資格証　交付番号



備考：一級建築士、一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格の免許証の写しを添付すること。また、監理技術者資格者証の写し（両面）及び監理技術者講習終了証または監理技術者講習終了証明書を添付すること。
＜留意事項＞
※各配置予定技術者が、記載した資格を有することを証する書面（備考のとおり）の写しを添付すること。
※各配置予定技術者が、所属企業と直接的な雇用関係があり、かつ原則として参加表明書の提出日の3ヶ月以上前から恒常的な雇用関係が証明できる書類（健康保険被保険者証の写し、市町村が作成する住民税特別徴収税額通知書の写し等）を添付すること。なお、写しを取る際には、個人情報となる番号・記号等を復元できないようマスキング（黒塗り等）を施すこと。
※添付する書類等は、配置技術者毎にまとめ、記載の順番で本様式の後ろに添付すること。
様式２-８
令和　年　　月　　日
委任状（構成企業→代表企業用）
高山市長 様
	構成企業
	所　在　地
	

	
	商号又は名称
	

	
	代 表 者 名
	
	印

	構成企業
	所　在　地
	

	
	商号又は名称
	

	
	代 表 者 名
	
	印

	構成企業
	所　在　地
	

	
	商号又は名称
	

	
	代 表 者 名
	
	印


※記入欄が足りない場合は、本様式に準じて追加・作成すること
私は、下記の企業をグループの代表企業と定め、次の権限を委任します。
	受任者
	所　在　地
	

	
	商号又は名称
	

	
	代 表 者 名
	
	印

	委任事項
	１　次の事業に関する参加表明について
２　次の事業に関する参加資格申請について
３　次の事業に関する応募辞退について
４　次の事業に関する応募及び提案について
５　次の事業に関する基本協定及び基本契約に関することについて
６　復代理人の選任について

	事業名
	高山駅西地区複合・多機能施設整備事業


様式２-９
令和　年　　月　　日
委任状（代表企業用）
高山市長 様
	代表企業
	住所
	

	
	商号又は名称
	

	
	代表者
	印　


私は、次の者を代理人として定め、次の権限を委任します。
	受任者
	住所
	

	
	商号又は名称
	

	
	役職名
	

	
	氏名
	印　

	委任事項
	１　次の事業に関する参加表明について
２　次の事業に関する参加資格申請について
３　次の事業に関する応募辞退について
４　次の事業に関する応募及び提案について
５　次の事業に関する基本協定及び基本契約に関することについて

	事業名
	高山駅西地区複合・多機能施設整備事業


	構成企業の変更又は応募辞退に関する提出書類


様式３-１
令和　年　　月　　日
変更届
高山市長 様
所　 在 　地
商　　　　号
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　印
「高山駅西地区複合・多機能施設整備事業」の事業者を選定するプロポーザルの参加表明書及び資格審査申請書類を提出しましたが、下記の通り変更を届け出ます。
記
	
	変更した内容

	変更前
	

	変更後
	


※構成企業の変更、追加の場合は参加表明書及び参加資格審査申請書類のうち、必要な書類を再提出すること。
様式３-２
令和　年　　月　　日
応募辞退届
高山市長 様
所　 在 　地
商　　　　号
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　印
「高山駅西地区複合・多機能施設整備事業」の事業者を選定するプロポーザルの参加表明書及び資格審査申請書類を提出し、参加資格審査通過の通知を受領しましたが、以下の理由により応募を辞退します。
　　【辞退理由】
	


	提案審査に関する提出書類


様式４-１
令和　年　　月　　日
提案書類提出書
高山市長 様
所　 在 　地
商　　　　号
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　印
「高山駅西地区複合・多機能施設整備事業」について、募集要項等に基づき、提案書類一式を提出します。
なお、提出書類一式の記載内容及び添付書類について、事実と相違ないことを誓約します。
様式４-２
令和　年　　月　　日
要求水準書に関する誓約書
高山市長 様
所　 在 　地
商　　　　号
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　印
「高山駅西地区複合・多機能施設整備事業」について、提出した提案書類一式の記載内容は、要求水準書に規定された業務水準と同等又はそれ以上の水準であることを誓約します。
【提案書類表紙（例）】
	高山駅西地区複合・多機能施設整備事業
提案書類
応募者名　（正本にのみ記載すること）
※副本には、審査名を記載すること



様式５
	
	審査名
	

	（１）にぎわいを創出する施設に関する事項 【にぎわいを創出する拠点】
（Ａ４判・２枚以内）

	〇下記の事項を含め、提案内容を具体的に記載すること（提案の目的や想定される効果についても可能な限り記載すること）
【審査の視点】
・周辺地域をはじめとして市全体を活性化し、にぎわいを創出する拠点となる提案がなされているか。
【着眼点】
・目的がなくても日常的に人々が集い、心地良く過ごせる空間づくりや新しい「つながり」や「にぎわい」が生まれるような魅力的な設計コンセプトの提案が見られるか。
・高山駅、高山駅西交流広場、商業機能等の周辺の都市機能をつないで回遊性を高める設計コンセプトの提案が見られるか。



様式６-１
	
	審査名
	

	（２）機能的な施設に関する事項 【有機的な連携を可能とする柔軟な施設】（Ａ３判・３枚以内）

	〇下記の事項を含め、提案内容を具体的に記載すること（提案の目的や想定される効果についても可能な限り記載すること）
【審査の視点】
・文化芸術活動や交流活動を積極的に展開するため、それぞれ活動の特性に配慮するとともに、それぞれの活動の相乗効果が期待できるレイアウトや動線等の提案がなされているか。
・職員や主催者の活動しやすい環境を実現する提案がなされているか。
・居心地の良い雰囲気づくりに繋がる内装の提案がなされているか。
・年齢や言語等の違いに関わらず建物動線の主要部やエントランス等に、利用者が詰まることなくスムーズに流れるように理解しやすいサインを設置する提案がなされているか。
【着眼点】
・外部空間との連続性を重視し、光と風を建物内に取り込む等自然を感じられる施設配置やレイアウト等の工夫が見られるか。
・高山駅や立体駐車場等からの利用者に十分配慮した円滑で安全な動線を確保する工夫が見られるか。
・機能の組み合わせによる新たな価値創造や、連携による相乗効果を想定した諸室の配置及び動線に工夫が見られるか。
・職員の管理運営のしやすさに配慮した管理部門やバックヤード等の配置・動線に工夫が見られるか。
・内装仕上は、素材感や色あいの工夫等、空間特性にふさわしい材料とし、場所に応じて居心地のよい雰囲気、イメージづくりが見られるか。
・イベント開催時等に大勢の利用がある場合でもスムーズに誘導できる案内サインの工夫が見られるか。



様式６-２
	
	審査名
	

	（２）機能的な施設に関する事項 【景観の形成】（Ａ３判・２枚以内）

	〇下記の事項を含め、提案内容を具体的に記載すること（提案の目的や想定される効果についても可能な限り記載すること）
【審査の視点】
・周辺景観と調和しつつ、質の高い洗練された外観デザイン（外構含む）の提案がなされているか。
【着眼点】
・中心市街地や周辺の立地環境、市民利用主体の公共施設、隣接する高山駅等の要素を総合的に勘案し、公共施設として良好な景観形成を図るだけでなく、高山市景観計画の模範的役割を果たす提案が見られるか。
・年月を経て風合いが増す等、素材感を活かした飽きのこないデザインとなるような工夫が見られるか。



様式６-３
	
	審査名
	

	（２）機能的な施設に関する事項【ユニバーサルデザイン】（Ａ４判・３枚以内）

	〇下記の事項を含め、提案内容を具体的に記載すること（提案の目的や想定される効果についても可能な限り記載すること）
【審査の視点】
・こども、妊産婦、こども連れの方、障がい者、高齢者、外国人等、誰もが快適で安全に施設を利用できる提案がなされているか。
【着眼点】
・「高山市誰にもやさしいまちづくり条例」の視点である誰もが「簡単」、「安全」、「快適」、「自由」に過ごすことができる提案が見られるか。
・各部門等（文化芸術、交流、子育て支援、立体駐車場、その他）におけるユニバーサルデザインの工夫が見られるか。



様式６-４
	
	審査名
	

	（２）機能的な施設に関する事項【環境への配慮】（Ａ４判・３枚以内）

	〇下記の事項を含め、提案内容を具体的に記載すること（提案の目的や想定される効果についても可能な限り記載すること）
【審査の視点】
・省エネルギー・省資源に積極的に取り組み、エネルギー使用量を削減するため、環境負荷の低減に配慮した提案がなされているか。
【着眼点】
・エネルギー使用量を削減するため、ＬＥＤ照明や高効率設備機器の採用、再生可能エネルギーの採用、自然採光の有効活用等、環境負荷低減に対する工夫が見られるか。
・ZEB Oriented認証の取得を前提としたエネルギー削減量が具体的に示されているか。



様式６-５
	
	審査名
	

	（２）機能的な施設に関する事項 【コストへの配慮】（Ａ４判・３枚以内）

	〇下記の事項を含め、提案内容を具体的に記載すること（提案の目的や想定される効果についても可能な限り記載すること）
【審査の視点】
・施設のデザインとの調和を図り、ライフサイクルコスト、特に維持管理や大規模修繕等のコストの低減に配慮した提案がなされているか。
【着眼点】
・特に維持管理や大規模改修等のコスト低減につながる工夫が見られるか。
・耐久性や信頼性の高い材料、設備等の使用による施設の長寿命化の工夫が見られるか。



様式６-６
	
	審査名
	

	（２）機能的な施設に関する事項 【その他】（Ａ４判・３枚以内）

	〇下記の事項を含め、提案内容を具体的に記載すること（提案の目的や想定される効果についても可能な限り記載すること）
【審査の視点】
・防災や防犯に十分に配慮した提案がなされているか。
・積雪や凍結に十分に配慮した提案がなされているか。
・騒音や振動に十分に配慮した提案がなされているか。
【着眼点】
・気象等の各種自然条件により発生する災害への対策や利用者の安全な避難誘導への対策が図られているか。
・外部からの侵入防止や犯罪等の発生防止が図られ、利用者のプライバシーにも配慮しつつ、セキュリティの確保が十分に図られているか。
・積雪や凍結等の気候風土に留意し、公共施設等の経済性の確保と同時に効果的な除雪・融雪、施設全体の耐久性の向上、その他利用者の安全確保への配慮が見られるか。
・大ホールや多目的ホール等、大音量や振動を伴う同時利用においても、施設周辺や各部門に対して騒音や振動の伝播を低減させる工夫が見られるか。
・高山駅や周辺交通からの公共施設等への騒音・振動の影響を低減させる工夫が見られるか。



様式７-１
	
	審査名
	

	（３）地域経済の振興への配慮に関する事項【市内発注金額】（Ａ４判・２枚以内）

	〇下記の事項を含め、提案内容を具体的に記載すること（提案の目的や想定される効果についても可能な限り記載すること）
【審査の視点】
・市内企業への発注金額はどの程度か。
【着眼点】
・応募者が提案する設計・工事監理業務及び建設業務に係る提案金額の内、市内企業への発注提案金額の割合
※市内企業への発注提案金額の割合について、合計割合を示すこと。また、企業ごとに業務内容と割合を明確にし、表形式で記載すること（表は任意の形式とする）。ただし、提案書には具体的な企業名は記載しないこと。
※市内企業への発注提案金額の範囲は、応募グループを構成する各JVの構成員として市内に本店を有する企業が参画している場合の出資額並びに市内に本店を有する企業に対する一次下請け金額の合計額（一次下請けが市外企業である場合は、二次下請けまでを含める）及び材料調達、備品購入等の金額の合計額の総額とする。



様式７-２
	
	審査名
	

	（３）地域経済の振興への配慮に関する事項【地域資材等の活用】（Ａ４判・２枚以内）

	〇下記の事項を含め、提案内容を具体的に記載すること（提案の目的や想定される効果についても可能な限り記載すること）
【審査の視点】
・地域資材等を積極的に活用する提案がなされているか。
【着眼点】
・市産材を含む地域資材や市内で製造される備品の積極的な活用等、地域経済の振興への配慮が見られるか。



様式８-１
	
	審査名
	

	（４）各部門等に関する事項【文化芸術】（Ａ４判・６枚以内）

	〇下記の事項を含め、提案内容を具体的に記載すること（提案の目的や想定される効果についても可能な限り記載すること）
【審査の視点】
・鑑賞者及び主催者が快適で安全に利用できる魅力的なホールの提案がなされているか。
【着眼点】
・大ホールは、市民の主体的な文化芸術活動の発表の場としての役割を担うとともに、様々な舞台芸術に触れられる「幅広い劇場機能」と「居心地の良い鑑賞環境」を実現できる提案がなされているか。
・多目的ホールは、市民の多様な文化芸術活動を支援するため、舞台と客席との「一体感のある空間」と「居心地の良い鑑賞環境」を実現できる提案がなされているか。
・舞台機構をはじめとする特殊設備の安全な操作環境や、舞台を支えるスタッフの作業空間の機能性を重視した提案がなされているか。



様式８-２
	
	審査名
	

	（４）各部門等に関する事項【交流】（Ａ４判・６枚以内）

	〇下記の事項を含め、提案内容を具体的に記載すること（提案の目的や想定される効果についても可能な限り記載すること）
【審査の視点】
・利用者の目的に応じて、快適で安全に利用できるマルチルームやユニークルーム、オープンスペースの提案がなされているか。
【着眼点】
・日常利用とにぎわいの見える化を体現できるマルチルームやユニークルーム、オープンスペースの提案がなされているか。
・利用者がくつろぎ、行きかうような、ゆとりあるオープンスペースや共用部門により、各部門をつなぎ、施設全体が一体の空間となるような提案がなされているか。
・各ルーム等の用途に応じた適切な設備や空間等を備えているか。
・利用者が市や施設の情報を気軽に入手することができるオープンスペース等の活用の工夫が見られるか。



様式８-３
	
	審査名
	

	（４）各部門等に関する事項【子育て支援】（Ａ４判・６枚以内）

	〇下記の事項を含め、提案内容を具体的に記載すること（提案の目的や想定される効果についても可能な限り記載すること）
【審査の視点】
・こどもたちが快適で安全に過ごすことができる魅力的なこどもの遊び場及びファミリーサポートルームの提案がなされているか。
【着眼点】
・こどもの性質を象徴する施設として、平面や直線による平板なものではなく、曲面や曲線を多用した特色豊かで洗練されたこどもの遊び場の空間デザインとする工夫が見られるか。
・建築と一体になったオリジナルの大型遊具やコンビネーション遊具、ネット遊具を配置し、それらのレイアウトや動線等により回遊性、高低差、変化等がある空間とする工夫が見られるか。
・こどもや保護者等が周辺の共用スペースの活用も含め、快適で安全に利用するための工夫が見られるか。



様式８-４
	
	審査名
	

	（４）各部門等に関する事項【立体駐車場】（Ａ４判・２枚以内）

	〇下記の事項を含め、提案内容を具体的に記載すること（提案の目的や想定される効果についても可能な限り記載すること）
【審査の視点】
・安全性や利便性の高い駐車場の提案がなされているか。
【着眼点】
・事故防止などの安全対策ができているか。
・周辺交通に与える影響を低減するための対策やイベントなど集中利用時の渋滞対策等が図られているか。



様式８-５
	
	審査名
	

	（４）各部門等に関する事項【その他】（Ａ４判・２枚以内）

	〇下記の事項を含め、提案内容を具体的に記載すること（提案の目的や想定される効果についても可能な限り記載すること）
【審査の視点】
・魅力的な屋上やテラス等の提案がなされているか。
・屋外緑地、植栽、アプローチ等が魅力あるランドスケープとして提案がなされているか。
【着眼点】
・他の部門との相乗効果を生み出すことが期待できる屋上やテラスを適宜配置する提案が見られるか。
・全体のデザインと調和を図り、移動者からの視線を集め、利用者がくつろげる空間やこどもが安全で楽しく遊べる空間とする工夫が見られるか。



様式９-１
	
	審査名
	

	（５）施設整備業務に関する事項【実施体制】（Ａ４判・２枚以内）

	〇下記の事項を含め、提案内容を具体的に記載すること（提案の目的や想定される効果についても可能な限り記載すること）
【審査の視点】
・本事業を適切に実施するための事業実施体制の提案がなされているか。
【着眼点】
・役割分担、技術者の配置、責任区分等が適切であるか。



様式９-２
	
	審査名
	

	（５）施設整備業務に関する事項【業務工程】（Ａ４判・２枚以内）

	〇下記の事項を含め、提案内容を具体的に記載すること（提案の目的や想定される効果についても可能な限り記載すること）
【審査の視点】
・設計・工事監理業務や建設工事の計画が適切に提案されているか。
【着眼点】
・設計・工事監理業務工程や建設工事工程の適切性、工期縮減への取り組み、高山市民文化会館の運営に対する影響の軽減等が考慮されているか。



様式９-３
	
	審査名
	

	（５）施設整備業務に関する事項【品質・安全管理】（Ａ４判・２枚以内）

	〇下記の事項を含め、提案内容を具体的に記載すること（提案の目的や想定される効果についても可能な限り記載すること）
【審査の視点】
・品質確保や工期遵守のための管理体制や事故防止、近隣対策、渋滞対策等の各種リスク対応が提案されているか。
【着眼点】
・品質確保や工期遵守のための具体的な対策が図られているか。
・想定されうる各種リスクへの具体的な対策が図られているか。



様式１０-１
	
	審査名
	

	⑥民間施設に関する事項【高山駅西地区のまちの魅力、回遊性、利便性等の向上】
（Ａ４判・２枚以内）※

	〇下記の事項を含め、提案内容を具体的に記載すること（提案の目的や想定される効果についても可能な限り記載すること）
【審査の視点】
・高山駅西地区のまちの魅力や回遊性、利便性等を高めるような提案がなされているか。
【着眼点】
・市民の要望（映画館、複合アミューズメント施設、ショッピングセンター）に応える提案であるか。
・継続的に公共施設等との相乗効果を発揮し、まちの魅力や回遊性、利便性等を高めるような提案であるか。



様式１０-２（事業収支計画）※任意提案
※市ホームページに掲載している「様式集（Excel）」からファイルをダウンロードして作成すること
様式１１-１
価格提案書
高山市長 様
（代表者）所在地　
　　　　　商号又は名称　
　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　㊞
「高山駅西地区複合・多機能施設事業」の募集要項等に定められた事項を承諾の上、下記の価格を提案します。
記
事業名
高山駅西地区複合・多機能施設整備事業
1． 設計・工事監理業務費
	
	十
	億
	千
	百
	十
	万
	千
	百
	十
	円

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	※
金額の左端は￥で締めること。
※
金額欄には、消費税及び地方消費税相当額を除いた額を記入すること。


2． 建設業務費
	
	百
	十
	億
	千
	百
	十
	万
	千
	百
	十
	円

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	※
金額の左端は￥で締めること。
※
金額欄には、消費税及び地方消費税相当額を除いた額を記入すること。


3． 総提案金額（設計・工事監理業務費及び建設業務費の合計）
	
	百
	十
	億
	千
	百
	十
	万
	千
	百
	十
	円

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	※
金額の左端は￥で締めること。
※
金額欄には、消費税及び地方消費税相当額を除いた額を記入すること。


様式１１-２（提案価格内訳書（設計・工事監理業務費））
※必要に応じて、市ホームページに掲載している「様式集（Excel）」からファイルをダウンロードして作成すること
様式１１-３（提案価格内訳書（建設業務費））
※必要に応じて、市ホームページに掲載している「様式集（Excel）」からファイルをダウンロードして作成すること
様式１２
	審査名
	


	提案書　概要版（Ａ３判・２枚以内）

	※他の提案書の内容と整合を図ったうえでＰＲしたいポイントを本様式Ａ３判　２ページ以内で簡潔に示すこと。
※本様式は市民に公開され、市民からの意見募集を行い、その意見を選定委員会による提案審査の参考とすることを前提に作成すること。



様式１３（施設整備要求水準適合表）
※市ホームページに掲載している「様式集（Excel）」からファイルをダウンロードして作成すること
【提案書類（図面集）表紙（例）】
	高山駅西地区複合・多機能施設整備事業
提案書類（図面集）
応募者名　（正本にのみ記載すること）
※副本には、審査名を記載すること



様式１４-１（図面集）
※任意の形式で作成すること
※以下の図面は必ず示すこと
a. 外観透視図（鳥瞰、アイレベルをどちらも示す）
b. 内観透視図（各部門がイメージできるものを複数示す）
c. 全体配置図（縮尺はＡ３に敷地全体が収まる程度）
d. 各階平面図（大ホール、多目的ホールは座席数を明記。駐車場は収容台数を明記）
e. 立面図（４面）
f. 断面図（主要な２面以上）
g. ホール断面図（各ホールについて示す）
h. 構造計画図
i. 電気設備計画図
j. 機械設備計画図
k. 動線計画図（車両動線や利用者動線（鑑賞者や主催者等の動線）を示す）
l. 施工計画図
様式１４-２（工程表）
※市ホームページに掲載している「様式集（Excel）」からファイルをダウンロードして作成すること
様式１４-３（建物概要表）
※市ホームページに掲載している「様式集（Excel）」からファイルをダウンロードして作成すること
様式１４-４（備品リスト）
※市ホームページに掲載している「様式集（Excel）」からファイルをダウンロードして作成すること

